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１．現在、本事業への参加登録等の手続きや診療報酬における取扱いに関する薬

局からの問合せが集中しているとの報告を機構から受けています。このため、

本事業への参加登録等の手続きに際しては、機構ホームページに掲載されてい

る「参加の手引き」を事前に確認いただくよう、周知をお願いいたします。ま

た、診療報酬の取扱いに関しては機構では回答できないため、以下のＵＲＬの

診療報酬に関する照会先へ問合せいただくよう、併せて周知方お願いいたしま

す。 

 

※診療報酬に関する照会先のＵＲＬ：

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000604242.pdf 

 

２．本事業で令和２年１月１日から令和２年３月 16 日までに報告された件数は

23,575 件となり、そのうち、「調剤」の事例は 5,520 件、「疑義照会」の事例は

18,018 件あり、医療安全に資する事例の報告が増えています。 

本通知の内容については、貴管下薬局等の薬局の管理者、医薬品の安全使用

のための責任者、医療機関の医療安全に係る安全管理のための委員会の関係者、

医療安全管理者、医薬品の安全使用のための責任者等に対しても周知されるよ

う御配慮願います。 

 

 

【参考】 

本通知を含め、医薬品・医療機器の安全性に関する特に重要な情報が発信され

た際に、その情報をメールによって配信する「医薬品医療機器情報配信サービス

（PMDA メディナビ）」が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構において運営さ

れています。以下の URL から登録できますので、御活用ください。 

 

 

医薬品医療機器情報配信サービス（PMDA メディナビ） 
https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/medi-navi/0007.html 


